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会議の概要 

 
①国土交通省より、１１月２２日に開催された交通政策審議会・空
港整備部会で示された、「成田空港における民営化の基本方針」に
ついて、説明を行った。 
 

②会議においては次のような意見があった。 
 

・国土交通省は、成田空港について、関西空港･中部空港と統合せ
ず、単独で民営化するという方針を固めた。 
 

・ただし、県・市町村は、民営化に当っては、環境対策・共生策
の確実な実施が保証されなければならないことを明確に表明し
た。 
 

・国土交通省は、シンポ･円卓会議で約束され､これまで実施され
てきた環境対策･共生策について、民営化された場合においても
確実に実施されるものとし、これを法規制により確保する旨､
また､法案作成の過程で県及び市町村と協議する旨表明した。 
 

・本来目的である 2500 メートル平行滑走路の早期完成が民営化
によって支障をきたさないよう確認した。 
 

・「成田空港圏自治体連絡協議会」から別紙のとおり意見が出さ
れ、これに関して意見交換を行った。 







 

 

成田空港の民営化について 
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 国際航空輸送の重要性は急速に高まっています。そのため、

アジア各国においても、大規模な国際拠点空港の建設が進み、

新たな競争の時代を迎え、成田空港の完全空港化は日本国にと

って喫緊の課題です。 

 

そのような中で、成田空港の民営化については、本来、その

完全空港化が実現した後で民営化の手続きに入るのが筋と考え

ますが、昨今、道路公団など特殊法人の民営化が議論される中

で成田空港の民営化もその対象とならざるを得ないことは理解

いたします。そのうえで民営化の議論にこだわることなく、

千葉県及び周辺市町村は、今後も成田空港を完全な国際空港と

するため、最大限の努力と協力を惜しまない考えです。 

 

 ついては、成田空港の民営化が交通政策審議会空港整備部会

において審議されておりますが、千葉県及び成田空港周辺市町

村としては、国に対して次のことを強く要望いたします。 

 

１ 成田空港の民営化に際し、法令その他において以下の点に

つき、国側の特段の御配慮を具体的にお示し願います。 

 （１） 本来計画である 2,500 メートル滑走路の早期完成に

支障をきたさないようにすること。 

（２） 成田新高速鉄道の早期完成に支障がないようにする

こと。 

（３） 「成田国際空港特区」による、国際空港としての機能

の強化並びに周辺地域の国際都市としての機能の充実

を図ること。 

 

２ 成田空港は、昭和 41 年に閣議決定されて以来、全国民の

利益を実現するため、多くの農民が貴重な土地を提供し、様々



な犠牲を払いながら建設が進められてきました。この間、

騒音や落下物による被害、電波障害などに係る多くの約束が、

国･新東京国際空港公団と地域の間で取り交わされてまいり

ました。 

このことこそ、民営化によって損なわれることがあっては

ならないと考えます。 

 

４月には、暫定平行滑走路が供用され、新しい状況が生ま

れています。この状況を踏まえ、民営化に当たっては、空港

周辺市町村や住民の意見を尊重するとともに、従来、国及び

公団が約束してきた環境対策や地域共生策の実施に関して、

法令等に明記するなど、具体的かつ確実な措置を保証して頂

きたくお願いいたします。 


